
西東京市立東小学校長　あて

年 組 番

・９月13日(月)から30日(木)までの給食を停止する場合は、14日(火)正午までに提出してください。
・食材発注の都合上、９月17日(金)から返金対象となります。

・給食停止期間中に登校した場合、給食の提供はできません。

・就学援助費に認定されている方が届出を提出された場合は、市に給食費が返納されます。

令和　　　年　　　月　　　日

給食停止届出書

　下記の理由により、給食の提供を停止願います。

保護者氏名

届出日 令和　　　年　　　月　　　日

児童氏名

給食停止開始日 　令和　　　　年　　　月　　　日　　（　　　）

登校開始日 　令和　　　　年　　　月　　　日　　（　　　）　

理由 新型コロナウイルス感染予防のため

届出にあたっては下記の事項について了解しました。

・給食の提供再開は上記の登校開始日以降の給食実施日からとなります。

・返金に要する振込手数料は保護者負担となります。


